
国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
喪

失
の
手
続
き
は
14
日
以
内
に

届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い

　

日
本
で
は
、
法
律
上
す
べ
て
の

人
が
国
民
健
康
保
険
も
し
く
は
社

会
保
険
な
ど
に
加
入
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
喪
失

の
手
続
き
は
、
14
日
以
内
に
市
役

所
へ
届
け
出
を
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
ま
だ
手
続
き
を
し
て
い
な

い
人
は
、
早
急
に
届
け
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。

■
届
け
出
先

　

市
庁
舎
本
館
市
民
課
ま
た
は
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

■
加
入
の
届
け
出
が
遅
れ
た
場
合

　

国
民
健
康
保
険
の
資
格
を
得
た

日
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
国
民
健

康
保
険
税
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。
ま
た
、
そ
の
間
の
医
療
費
は

全
額
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

■
喪
失
の
届
け
出
が
遅
れ
た
場
合

　

国
民
健
康
保
険
の
資
格
を
喪
失

し
た
あ
と
で
、
国
民
健
康
保
険
証

で
治
療
を
受
け
た
と
き
は
、
国
民

健
康
保
険
が
負
担
し
た
医
療
費
を

全
額
返
還
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
問
合
せ

〇
市
庁
舎
本
館
保
険
年
金
課

　

国
保
係　
　
（
内
線
２
４
３
３
）

〇
東
予
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

保
険
年
金
係　
（
内
線
１
５
３
）

〇
丹
原
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

保
険
年
金
係　
（
内
線
２
０
８
）

〇
小
松
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

保
険
年
金
係　
（
内
線
１
３
５
）

国
民
年
金
保
険
料

免
除
制
度
の
お
知
ら
せ

　

国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
加
入
し

て
、
60
歳
ま
で
の
40
年
間
、
保
険

料
を
納
め
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
長
い
期
間
に
お
い
て
、
所

得
の
減
少
や
失
業
な
ど
で
経
済
的

に
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合

に
は
、
保
険
料
を
免
除
す
る
次
の

制
度
が
あ
り
ま
す
。

■
全
額
免
除
制
度

　

保
険
料
の
全
額
を
免
除
す
る
も

の
で
す
。
免
除
さ
れ
た
期
間
は
、

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間

に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
は

保
険
料
全
額
を
納
め
た
と
き
と
比

べ
て
、
３
分
の
１
と
し
て
計
算
さ

れ
ま
す
。

■
半
額
免
除
制
度

　

保
険
料
の
半
額
を
免
除
し
て
、

残
り
の
半
額
を
納
付
す
る
も
の
で

す
。
半
額
免
除
さ
れ
た
期
間
は
、

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間

に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
は

保
険
料
全
額
を
納
め
た
と
き
と
比

べ
て
、
３
分
の
２
と
し
て
計
算
さ

れ
ま
す
。

■
免
除
を
希
望
す
る
方
へ

　

申
請
手
続
き
は
、
市
役
所
の
担

当
窓
口
で
受
け
付
け
ま
す
。

　

本
人
と
配
偶
者
、
世
帯
主
の
前

年
所
得
額
が
一
定
以
下
の
場
合
、

全
額
免
除
ま
た
は
半
額
免
除
が
承

認
さ
れ
ま
す
。

■
ご
注
意

　

免
除
の
承
認
期
間
は
、
１
年
間

で
す
。
前
年
か
ら
引
き
続
き
免
除

を
希
望
す
る
方
は
、
新
た
に
申
請

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
受
付
開
始
日　

７
月
１
日
㈮　

■
申
請
場
所
・
問
合
せ

〇
市
庁
舎
本
館
保
険
年
金
課

　

年
金
係　
　
（
内
線
２
４
３
６
）

〇
東
予
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

保
険
年
金
係　
（
内
線
１
５
３
）

〇
丹
原
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

保
険
年
金
係　
（
内
線
２
０
８
）

〇
小
松
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

保
険
年
金
係　
（
内
線
１
３
３
）

重
度
心
身
障
害
者
・
母
子
家

庭
医
療
費
受
給
者
証
の
更
新

　

現
在
、
使
用
し
て
い
る
重
度
心

身
障
害
者
と
母
子
家
庭
の
医
療
費

受
給
者
証
は
、
６
月
30
日
㈭
で
、

有
効
期
間
が
満
了
と
な
り
ま
す
。

　

７
月
１
日
㈮
か
ら
は
、
新
し
い

受
給
者
証
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
必
ず
更
新
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。
現
在
、
受
給
者
証
を
持

っ
て
い
る
方
へ
は
、
案
内
通
知
を

送
付
し
ま
す
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

印
鑑
、
健
康
保
険
証
、
受
給
者

証
、
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
療

育
手
帳
（
重
度
心
身
障
害
者
）

※
市
内
に
住
民
登
録
を
し
て
い
な

い
児
童
（
重
度
心
身
障
害
者
）、

18
歳
以
上
の
学
生（
母
子
家
庭
）

は
在
学
証
明
書
が
必
要
で
す
。

※
今
年
の
１
月
以
降
に
転
入
し
た

方
は
、
所
得
税
が
非
課
税
と
分

か
る
書
類
（
課
税
証
明
書
、
源

泉
徴
収
票
な
ど
）
が
必
要
で
す
。

■
受
付
場
所
・
問
合
せ

〇
市
庁
舎
本
館
保
険
年
金
課

　

医
療
係　
　
（
内
線
２
４
３
４
）

〇
東
予
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

保
険
年
金
係　
（
内
線
１
５
３
）

〇
丹
原
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

保
険
年
金
係　
（
内
線
２
０
８
）

〇
小
松
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

保
険
年
金
係　
（
内
線
１
３
５
）

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出

　

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は

６
月
30
日
㈭
ま
で
に
「
現
況
届
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
が

な
い
と
、
６
月
分
以
降
の
児
童
手

当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

６
月
初
旬
に
該
当
者
へ
現
況
届

を
送
付
し
ま
す
。
届
か
な
か
っ
た

場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
提
出
先
・
問
合
せ　

〇
市
庁
舎
別
館
女
性
児
童
福
祉
課

　

児
童
係　
　
（
内
線
２
３
３
２
）

〇
東
予
総
合
支
所
福
祉
課
女
性
児

童
福
祉
係　
　
（
内
線
１
３
５
）

〇
丹
原
総
合
支
所
保
健
福
祉
課
女

性
児
童
福
祉
係（
内
線
２
１
２
）

〇
小
松
総
合
支
所
保
健
福
祉
課
女

性
児
童
福
祉
係（
内
線
１
２
２
）

■国民健康保険の加入の届け出が必要なとき

■国民健康保険の喪失の届け出が必要なとき

こ ん な と き 持ってくるもの

こ ん な と き 持ってくるもの

市外から転入したとき
（社会保険などの加入者を除く） 印鑑

社会保険などをやめた、
または扶養から外れたとき

子どもが生まれたとき
（社会保険などの加入者を除く）

生活保護を受けなくなっ
たとき

印鑑
社会保険喪失通知書
※通知書は事業所などの証明
　が必要です。

印鑑
国民健康保険証
印鑑
保護廃止決定通知書

市外へ転出するとき
（社会保険などの加入者を除く）

印鑑
国民健康保険証

国民健康保険証

社会保険などに加入した、
または扶養になったとき

国民健康保険の被保険者
が死亡したとき

印鑑
国民健康保険証
社会保険などの保険者証
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